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貸  借  対  照  表

(平成 18年 3月 31日 現在)

(単位 :百万円)

目科 額金 目科 額金

( 資 産 の 部 )

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

器 具 備 品 他

無 形 固 定 資 産

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

投資その他の資産

投 資  有  価  証  券

敷 金 及 び 保 証 金

長 期 前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

金

形

金

金

金

産

益

他

金

産

的

手

掛

付

弾

韓

収

　

当

売

貸

割

　

　

の

引

韓抽取賦業的的収　倒

現

受

割

営

信

繰

未

そ

貸

流

地

他

土

そ

他そ

( 6 2 9 ,  9 7 3 )

3 9 ,  0 2 2

3 4

2 1 7 ,  8 7 2

2 9 2 ,  9 5 1

9 1 ,  4 5 0

1 0 ,  1 6 7

9 ,  1 4 1

9 , 4 9 5

△ 4 0 ,  1 6 2

0 9 1 )

2 5 2 )

3 4 7

4 5 4

4 5 0

1 6 8 )

1 2 1

0 3 2

1 6

6 6 9 )

8 8 5

7 3 7

5 8 6

2 2 5

2 3 5

2 4

7

3

3

9

7

1

1

1

2

( 負 債 の 部 )

形

金

金

金

定

金

一
金

用

等

金

延

金

金

金

流

支

買

信

短

１

の

コ

未

未

未

預

割

賞

ポ

利

債負定固

債

金

金

金

金当

入

払

証

引労

借

未

保

慰職

期

期

り

退員

社

長

長

預

役

( 3 2 6 ,  6 9 2 )

6 ,  5 7 3

1 7 ,  5 0 6

9 1 , 4 5 0

5 9 ,  9 0 0

7 6 ,  6 9 5

2 5 ,  0 0 0

3 ,  3 8 3

8 5 3

3 3 4

2 7 ,  4 0 7

1 4 , 0 2 0

1 ,  3 0 2

6 2 0

1 . 6 4 6

9 6 4 )

0 0 0

9 2 8

3 7

9 5 5

4 2

５

０

３

９

１

８

(1

△
計債負 5 2 2 , 6 5 6

金

　

金

金

益

拘
　　備
　ェ立上立卿鮨

本

資

益

任

　

当

式

資

資

　

利
　
　
　
　
株

7 0 ,  0 0 0 )

2 6 2 )

2 6 2

6 0 ,  8 9 7 )

4 6 ,  8 0 0 )

4 6 ,  8 0 0

1 4 , 0 9 7

2 4 7

計〈
ロ本資 1 3 1 , 4 0 7

計合産資 6 5 4 ,  0 6 4 負 債 及 び 資 本 合 計 654, 064



株式会社ライフ

損  益  計  算  書

(手段i岳唇合呂81:督隼)
(単位 :百万円)

科 目 金 額

損

業

常

営

営

経

＜

益 の 部 )

損 益 の 部 )

業   収    益

総 合 あ っ せ ん 収 益

個 品 あ つ せ ん 収 益

信 用 保 証 収 益

融 資 収 益

そ の 他 の 営 業 収 益

金  融  収  益

業 収 益 合 計

業   費    用

販売費及び一般管理費

金   融   費   用

支  払  利  息

社  債  利  息

そ   の    他

業 費 用 合 計

業   利    益

営

営

営

営

( 営業 外 損 益 の 部 )

営  業  外  収  益

営 業 外 費 用

経   常    利    益

( 特 別 損 益 の 部 )

特
０
カ

″本 益

敷 金 ・保 証 金 清 算 益

投 資 有価 証 券 売 却 益

特 損 失

利 息 返 還 金

固定資産売却 ・除却損

投 資有 価 証 券 評 価 損

そ 他

税 引 前 当 期 純 利 益

法人税、住民税及び事業税

法 人 税 等 調 整 額

期 純
，本 益

前 期 繰 越
，本 益

期 未 処 分
夕本 益

1 1 ,  2 7 5

1 7 ,  6 3 8

4 , 2 4 1

9 0 ,  2 0 0

8 , 8 4 2

5 2

5 , 8 0 9

1 4 4

9 8 3

1 3 2 ,  2 5 1

1 0 0 , 4 1 9

936

107, 356

2 4 ,  8 9 5

1 5 6

1 8

1 4 6

1 3

2 5 , 0 3 2

159

1, 251

1 ,  0 9 5

8 2

6 5

9

2 3 ,  9 4 0

1 7 2

9 ,  7 3 9

1 4 , 0 2 8

6 9

14, 097



株式会社ライフ

重 要 な 会 計 方 針

1 有 価証券の評価基準及び評価方法

(1 )  子会社株式        移 動平均法による原価法

( 2 )そ の他有価証券

① 時価のあるもの      期 末日の市場価格等に基づく時価法 (評価差額は全部資本直入法によ

り処理 し、売却原価は移動平均法によ り算出してお ります。)

② 時 価のないもの     移 動平均法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1)有 形固定資産        定 率法を採用 してお ります。ただし、
一部の事業用資産につきまして

は定額法を採用 してお ります。

なお、主な耐用年数は次の通りであります。

建物及び構築物       2年 ～ 62年

器具備品他         2年 ～ 15年

(2)無 形固定資産 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつきましては、社内における利用可

能期間 ( 5年 )に 基づく定額法を採用しております。

社債発行費は、 3年 間で均等償却を行つております。3  繰 延資産の処理方法

4  ヘ ッジ会計の処理方法

( 1 ) ヘ ッジ会計の方法      金 利スワップにつきましては特例処理によってお ります。

(2)ヘ ッジ手段とヘッジ対象  ① ヘッジ手段… 金利スワップ

②ヘッジ対象中 借入金の金利

( 3 )ヘ ッジ方針

( 4 )ヘ ッジ有効性

5  引 当金の計上基準

( 1 )貸 倒引当金

社内規定に基づき、金利変動リスクを回避する目的で行っております。

金利スワップにつきましてはすべて特例処理の要件を満たしており、有効

性の評価を省略しております。

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権につきましては過去の一定期

間における貸倒実績から算出した貸倒見積額により、貸倒懸念債権等

特定の債権につきましては個別に回収可能性を勘案して見積もった回

収不能見込額を計上しております。

従業員への賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

販売促進を目的とするボイント制度に基づき、顧客に付与したポイン

ト利用に備えるため、当期末における将来利用見込額を計上しており

ます。なお、当該引当金は商法施行規則第 43条 に規定する引当金で

あります。

( 2 )賞 与引当金

( 3 )ボ イント引当金



(4)利 息返還損失引当金

(5)役 員退職慰労引当金

6 収 益の計上基準

7  リ ース取引の処理方法

8  消 費税等の会計処理

(会計方針の変更)

固定資産の減損に係る会計基準

株式会社 ライフ

将来の利息返還金の発生に備えるため、過去の返還実績を踏まえ、かつ、最近

の返還状況を考慮する等により、返還額を合理的に見積り計上しております。

なお、当該引当金は商法施行規則第 43条 に規定する引当金でありま

す。

(追加情報)

従来、利息返還金につきましては支出時の費用として処理しておりましたが、

みなし弁済規定の適用の厳格化等により財務諸表に与える影響が増したため、

日本公認会計士協会リサーチ ・センター審理情報[N024]「 「貸金業の規制等

に関する法律」のみなし弁済規定の適用に係る最高裁判決を踏まえた消費者金

融会社等における監査上の留意事項について(平成 18年 3月 15日  日 本公

認会計士協会)」に従い、期末日現在において見込まれる将来の利息返還金相当

額を 「利息返還損失引当金Jと して計上することといたしました。

この変更により、流動負債が 1, 646百 万円増加しております。

なお、利息返還損央引当金の計上に伴い、前期まで営業費用の 「販売費及び一

般管理費」に計上しておりました 「利息返還金」 1, 095百 万円 (前期87

4百万円)につきましては、特別損失として処理しております。

これらの変更により営業費用が550百 万円増加し、営業利益及び経常利益が

650百 万円減少するとともに、特別損失が 1, 095百 万円増加し、税引前

当期純利益が 1, 646百 万円減少しております。

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基

づく当期末要支給額を計上しております。なお、当該引当金は商法施

行規則第 43条 に規定する引当金であります。

期 日到来基準に基づき、次の方法によってお ります。

君I  P母 計上方法

総合 あ っせ ん 7・ 8分 法及び残債方式

個 品 あ つせ ん 7・ 8分 法

信 用 保 証 主 として残債方式

融 資 主として残債方式

(注)計 上方法の内容は次の通 りであります。

7・ 8分 法 手 数料総額を分割回数の積数で按分 し、期 日到来のつ ど積数

按分額を収益計上する方法。

残債方式  元 本残高 に対 して一定率の料率で手数料を算出し、期 日到来

のつど手数料算出額を収益に計上する方法。

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引につきましては、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。

消費税等の会計処理は税抜方式によってお ります。

ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産の 「長

期前払費用Jに 計上 し、 5年 間で均等償却を行つてお ります。

当期より 「固定資産の減損 に係る会計基準J (「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書J (企 業会計審議会 平 成 1 4年 8月 9日 ) )及

び 「固定資産 の減損 に係 る会 計基準 の適用指針 」 (企業会 計基準適用

指針第 6号  平 成 1 5年 1 0年 3 1日 )を 適用 してお ります。これによる

損益に与える影響はあ りません。
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注 記 事 項

貸借 対照表注 記

1 割賦売掛金

2 割 賦売掛金及び営業貸付金の流動化した残高は以下の通りであります。

ん

ん

せ

せ

つ
　
つ

あ

あ

〈
ロ
　
ロｍ

総

個

百万円

76, 767

141, 105

2 1 7 ,  8 7 2

門    別   期   末

ん

ん

金

せ

せ

付

つ
　
つ

貸

あ

あ

合

品

業

総

個

営

百万円

24, 367

51, 098

01,825

177, 286

3 割 賦利益繰延

(うち加盟店手数料)

ん

ん

証

資

せ

せ

つ
　
つ
拒体

ぁ

ぁ

用

△
ロ
　
ロ叩

総

個

信

融

期

期

期

期

短

長

百万円

663

13, 107

239

10

百万円

240)

545)

一

)

一

)

1 4 , 0 2 0 (1, 785)

4 子会社に対する金銭債権

子会社にオする金銭債務
支配株主に対する金銭債権

11百 万円

117百 万円

生百万円

828百 万円

65百 万円

短     期         277百 万円

長     期      70, 000百 万円

なお、支配株主であるアイフル株式会社からの借入金は、期日を平成21年 3月

とする200, 000百 万円のコミットメントライン契約に基づくものでありま

す。

割 賦 売 料 金

11, 264百 万円

56, 922百 万円

営 業 貸 付 金    109, 327百 万円

上記以外に、 1年 以内返済予定の長期借入金 117百 万円及び長期借入金 1, 8

83百 万円の合計2, 000百 万円につきまして、借入先からの要求があれば営

業債権を担保として提供する契約を結んでおります。

5

6

8

9

短

長

7 支 配株主に対する金銭債務

有形固定資産の減価償却累計額

担保に供している資産
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10 保証債務等

(1)訴 訟事件

当社は、みずほ信託銀行株式会社 (日安田信託銀行株式会社)か ら平成 14年 5月に株式会社カリ
ーノ (十日株式会社蒔屋)

との保証金返還請求権と立替金額等請求権との相殺を無効とする訴訟 (704百 万円)を 提起されました。平成 16年 2

月に第一審裁判所はみずほ信託銀行株式会社の請求を菜却する判決を下し、当社が勝訴いたしました。

この判決に対してみずほ信託銀行株式会社が控訴し、控訴著を現在係争中でありますが、平成 17年 12月 に和解勧告(2

88百 万円)を 受けております。当社といたしましては和解案に応講せず、控訴審判決を仰ぐ予定でありますので、当該

事件に係る会計処理は行っておりません。

(2)保 証債務

保証債務残高

11 投資有価証券には子会社株式 1

12 配当制限

7百 万円

9百万円を含めて記栽しております。

商法施行規則第 124条 第 3号の規定により、時価評価した資産の時価の総額

が取得価額の総額を超えているため増加した貸借対照表の純資産額は247百

万円であります。

13 リ ース契約により使用する重要な固定資産

営業用章両、事務用機器一式をリース契約により使用しております。

14 繰 延税金資産関係

(1)繰 延税金資産の発生の主な原因別内訳

(流動の部)

繰延税金資産

貸倒償却

利息返還損失引当金

繰越欠損金

その他

繰延税金資産合計

(固定の部)

繰延税金資産

ソフトウェア償却

投資有価証券評価損

その他

繰延税金資産合計

繰延税金負債

株式等評価差額金

繰延税金資産の純額

(単位 :百 万円)

5, 955

668

2, 042

1, 501

10, 167

9 2 3

8 7 4

1 , 0 9 6

2 ,  3 9 4

△ 168

2, 225

(2)法 定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

法定実効税率

(調整)

住民税均等割

臨時特例企業税

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

4 0  6 %

0  4 %

0  3 %

0  1 %

4 1  4 %
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損益 計算書注 記

1 営 業収益には流動化した債権の収益が含まれており、内訳は以下の通りであります。

結 合

個 品

融

っ せ  ん

っ せ  ん

資

あ

あ

961百 万円

6, 903百 万円

43, 517百 万円

計 51, 382百 万円

2 子 会社 との取引高

3 支 配株主との取引高

営 業 収 益

営 業 費 用

営業取 引以外 の取 引

営 業 収 益

営 業 費 用

営業取 引以外 の取 引

64百 万円

48百 万円

13百 万円

176百 万円

2, 220百 万円
―百万円

10, 019円 62銭4 1株 当たり当期純利益

貸借対照表、損益計算書の百万円未満の端数は、切り捨てて表示しております。


